
 

令和５年度総合評価説明書（共通事項） 

１ 評価項目及び評価基準 

⑴ 企業の施工能力に関する事項 

同種・類似工事の施工実績、工事成績評点の平均点、優良工事等表彰の有無、品質管理・環境

マネジメントシステムの取得状況により評価する。 

⑵ 配置予定技術者の能力に関する事項 

保有する資格、同種・類似工事の施工実績及び優良工事等表彰の有無、継続教育（CPD，CPDS）

の取組状況により評価する。 

⑶ 企業の社会性・信頼性等に関する事項 

災害協定に基づく活動実績の有無、ボランティア活動実績及び労働福祉(雇用保険等の加入や障

害者雇用)の状況、地域からの雇用率、市内業者の施工割合により評価する。 

 

２ 総合評価の方法 

⑴ 総合評価方式における評価値の計算 

評価値は、標準点と加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除し、1,000,000 を乗じて得た

数値とする（小数点以下第 5 位を四捨五入）。 

① 評価値の算出式 

         技術評価点           標準点＋加算点 

         入 札 価 格            入 札 価 格 

② 技術評価点の考え方 

標準点：発注者の設定する仕様（最低条件）を満足する場合に１００点を付与 

加算点：施工上の課題に対する技術提案等（企業の技術力、企業の能力、技術者の能力）の 

    評価に応じて点数を付与 

⑵ 簡易型Ⅱ総合評価方式における加算点の設定 

技術提案に係る性能等に応じた加算点の範囲は次のとおりとし、工事の特性（工事内容、規模

等）に応じて得点配分を行うものとする。 

 

 

 

 

３ 中立かつ公正な審査・評価の確保 

⑴ 学識経験者の意見聴取 

地方自治法施行令の規定により、総合評価方式の適用にあたっては、発注者の恣意を排除し、

中立かつ公正な審査・評価を行うため、学識経験者から意見聴取を行う。 

⑵ 評価項目の公表 

総合評価における入札者の提示した性能等の評価及び落札結果等については、契約後早期に以

下の事項を公表する。 

① 業者名 

② 各業者の入札価格 

③ 各業者の技術評価点の合計 

④ 各業者の評価値 

 

４ 落札者の決定 

入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、２－⑴－①に示す算出式により算出した評価

値が最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落

札者を決定する。 

加算点の範囲 評 価 項 目 

２０ 企業の施工能力、配置予定技術者の能力、企業の社会性、信頼性等 

評価値 ＝        × 1,000,000 ＝          × 1,000,000 



 

※ 下表に、入札参加者が１０者、予定価格が１億円であった場合の入札結果例を示した。この場

合、G が落札者となる。 

入札者 標準点 加算点 技術評価点① 
入札価格② 

(円) 

評価値 

[①/②×1,000,000] 
順位 

Ａ 100 4.5 104.5 91,000,000 1.1484 7 

Ｂ 100 3.0 103.0 90,000,000 1.1444 10 

Ｃ 100 8.0 108.0 94,000,000 1.1489 6 

Ｄ 100 7.0 107.0 93,000,000 1.1505 5 

Ｅ 100 5.0 105.0 91,500,000 1.1475 8 

Ｆ 100 2.0 102.0 89,000,000 1.1460 9 

Ｇ 100 15.0 115.0 99,000,000 1.1616 1 

Ｈ 100 0 100.0 86,400,000 1.1574 3 

Ｉ 100 9.0 109.0 94,100,000 1.1583 2 

Ｊ 100 7.5 107.5 93,000,000 1.1559 4 

 

５ 評価項目審査資料作成上の注意事項 

⑴ 企業の施工能力に関する事項 

① 施工実績の有無 

(ｱ) 平成 25 年 4月 1 日から評価項目審査資料提出日までに完成し引渡しが完了した、別紙「簡

易型(Ⅱ)総合評価落札方式評価項目及び評価基準一覧表」の「過去 10 か年度の同種・類似工

事の施工実績の有無」摘要欄の内容に適合する工事がある場合は、「有」に○を付し、そのう

ち１件について工事名等を「企業の施工能力調書」に記載すること。 

(ｲ) (ｱ)の工事が富士宮市発注の工事である場合には、当該工事に係る工事成績評定通知書の写

しを添付すること。ただし、工事評点が 64 点以下のものは施工実績として認めない。 

(ｳ) 共同企業体の構成員としての実績は認めない。 

(ｴ) (ｱ)の工事内容が確認できる資料として、ＣＯＲＩＮＳの工事カルテを添付すること。 

② 工事成績評価点の平均点 

(ｱ) 富士宮市発注の工事のうち、令和 2 年度、令和 3 年度及び令和 4年度の富士宮市における

請負金額 500 万円以上の土木一式工事で完成検査に合格したものを対象とする。（特定建設工

事共同企業体は除く。）ただし、令和 5年 4 月 1日から令和 5年 6 月 30 日までの間に公告さ

れる案件は、令和４年度総合評価説明書による。 

(ｲ) 工事成績評点については、市で管理している工種別検査成績により評価する。 

(ｳ) 上記の該当工事において、各自の各年度の平均成績評点から令和 2 年度は 78.3 点、令和 3 年

度は 77.1 点、令和４年度は 78.2 点を差し引いた点の 3 か年の平均点で評価（工事成績評点がない

年度については評価の対象から外す。）する。 

【参考 ： Ａ者】 

・令和 2年度 該当工事１件(工事成績評点 81.0 点)：年度評価点＝81.0 点－78.3 点＝2.7 点 

・令和 3年度 該当工事２件(工事成績評点 79.0 点、80.2 点)：年度平均成績評点＝(79.0 点+ 

 80.2 点)÷2＝79.6 点、年度評価点＝79.6 点－77.1 点＝2.5 点 

・令和 4年度 該当工事０件：評価対象外 

・3 か年度の平均点 (2.7 点＋2.5 点)÷2（評価対象外年度を除く 2 か年）＝2.6（小数点以下第

2 位切上げ） 

※ 3 か年度の全年度に工事成績評点がない場合には、この項目での加算点は 0点となります。 

③ 優良工事等表彰 

(ｱ) 富士宮市発注工事において、令和４年度及び令和５年度（対象工事は令和３年度



 

及び令和４年度）に優秀賞(建築部門又は土木部門）又は優良賞を受賞した場合は有

に○を付し、工事名を記載すること。受賞していない場合は無に○を付すこと。た

だし、令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 6 月 30 日までの間に公告される案件は、令和４年度

総合評価説明書による。 

(ｲ) 有の場合には優良工事等表彰の表彰状の写しを添付すること。 

④ 建設キャリアアップシステムの事業者登録実績 

(ｱ) 事業者登録がある場合には、事業者登録完了のお知らせ（はがき）の写し、事業者登録完

了メールの写し又は事業者ログイン画面の写しのいずれかを添付すること。 

⑤ 品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況 

(ｱ) 取得している場合には IＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１認証書の

写しを添付すること。 

(ｲ) 平成 19 年度以降にＩＳＯ９００１を活用した監督業務による工事を実施したことがある

場合には、ＩＳＯ９００１認証取得活用監督業務等承認通知書の写しを添付すること。 

 

⑵ 配置予定技術者の能力に関する事項 

① 技術者の資格 

(ｱ) 配置を予定する主任（監理）技術者又は監理技術者補佐の氏名等を記載する。なお、評価

項目審査資料提出時に配置予定技術者を特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の

候補者を申請することができる。その場合、審査については各候補者のうち資格等の評価が

最も低い者で評価する。また、実際の施工にあたって評価項目審査資料に記載した配置予定

技術者を変更できるのは、病気、死亡、退職等に限る。 

(ｲ) 配置予定技術者の資格・免許等を確認できる書類の写しを添付すること。 

(ｳ) 配置予定技術者の雇用期間が 3 か月以上であることを確認できる書類の写しを添

付すること。 

  ② 施工経験の有無 

(ｱ) 配置予定技術者が 主任（監理）技術者、監理技術者補佐又は現場代理人を担当した、平成

25年4月1日から評価項目審査資料提出日までに完成し引渡しが完了した、別紙「簡易型(Ⅱ)

における評価項目及び評価基準」の「過去 10 か年度の主任（監理）技術者、監理技術者補

佐又は現場代理人としての同種・類似工事の施工経験の有無」の摘要欄の内容に適合する工

事がある場合は、「有」に○を付し、そのうち１件について、工事内容等を「配置予定技術

者の能力調書」に記載すること。 

(ｲ) (ｱ)の工事が富士宮市発注の工事である場合には、当該工事に係る工事成績評定通知書の写

しを添付すること。ただし、その工事評点が 64 点以下のものは工事経験として認めない。 

(ｳ) 共同企業体としての施工実績は認めない。 

(ｴ) (ｱ)の工事の内容及び配置技術者名が確認できる資料として、ＣＯＲＩＮＳの工事カ

ルテを添付すること。 

  ③ 優良工事等表彰（技術者） 

(ｱ) 富士宮市発注工事において、令和元年度～令和 5 年度（対象工事は平成 30 年度～

令和 4 年度）に優秀賞(建築部門又は土木部門）又は優良賞を受賞した工事で技術者

を務めた場合は「有」に○を付し、工事名を記載すること。受賞していない場合は

「無」に○を付すこと。ただし、令和 5年 4 月 1日から令和 5 年 6 月 30 日までの間に公

告される案件は、令和４年度総合評価説明書による。 

(ｲ) 「有」の場合には優良工事等表彰の表彰状の写しを添付すること。 

  ④ 継続教育(ＣＰＤ、ＣＰＤＳ)の取組状況 

(ｱ) 建設系ＣＰＤ協議会加盟団体のうち、下表に示す推奨（目標）単位を設定している 18 団体

の継続教育を評価する。 



 

団 体 名 年間推奨（目標）単位/年 

①（公社）空気調和・衛生工学会 ５０ポイント 

②（一財）建設業振興基金 １２認定時間 

③（一社）建設コンサルタンツ協会 ５０単位 

④（一社）交通工学研究会 ５０単位 

⑤（公社）地盤工学会 ５０単位 

⑥（一社）全国測量設計業協会連合会 ２０ポイント 

⑦（一社）全国上下水道コンサルタント協会 ５０単位 

⑧（一社）全国土木施工管理技士会連合会 ２０ユニット 

⑨（一社）全日本建設技術協会 ２５単位 

⑩（公社）土木学会 ５０単位 

⑪（一社）日本環境アセスメント協会 ５０単位 

⑫（公社）日本技術士会 ５０ＣＰＤ時間 

⑬（公社）日本造園学会 ５０単位 

⑭（公社）日本都市計画学会 ５０単位 

⑮（公社）農業農村工学会 ５０ＣＰＤ 

⑯（公社）日本建築士会連合会 １２認定時間 

⑰（一社）森林・自然環境技術者教育会 ２０ＣＰＤ時間 

⑱ 土質・地質技術者生涯学習協議会 ５０ＣＰＤ時間 

 

(ｲ) 評価基準は、令和 3年 4月 1 日以降、当該工事の技術資料提出期限日までの任意の１年間

において、各団体設定の１年間の奨励（目標）単位以上の単位取得がある場合に加点する。 

(ｳ) 単位取得は各団体が発行する証明書（写）で確認する。なお、証明書の単位取得期間が 1

年間を超える場合や 1 年間に満たない場合は評価の対象としない。 

 

 (3) 企業の社会性、信頼性等 

① 災害協定に基づく活動実績の有無  

(ｱ) 所属する団体が富士宮市と協定を結んでいる場合には｢有｣に○を付し、所属団体名を記載

すること。 

(ｲ) 平成30年4月1日から評価項目審査資料提出日までの間に富士宮市との災害協定に基づく

活動を実施した場合には｢有｣に○を付すこと。 

② ボランティア活動の有無 

(ｱ) 評価対象は、平成 31 年 4月 1 日から評価項目審査資料提出期限までに実施した、道路・河

川・港湾・公園等の公共施設に係る美化活動や、農地・森林・海岸などで地域や行政との協

働で実施する環境の保全活動で、企業としての自発的な取組みを評価するものであり、その

活動の実施時期・内容・会社名を証明するための公的機関又は町内会長等との協定書や証明

書の写し、感謝状、新聞記事、地域情報紙（広報）等を添付すること。 

③ 労働福祉の状況（障害者雇用） 

(ｱ) 障害者雇用優遇企業登録名簿（静岡県経済産業部）に登録している場合には「有」に○を

付すこと。 

(ｲ) 有の場合には、障害者雇用企業審査結果通知書の写しを添付すること。 

④ 地域からの雇用促進 

(ｱ) 雇用者は雇用期間が 3 か月以上の者とする。 

(ｲ) 富士宮市在住職員数から全体の職員数を除した値が 0.8 以上（80％以上）である場合は、

技術者一覧表（富士宮市の様式）及び富士宮市在住職員全員の自動車運転免許証を添付する

こと。（運転免許証がない場合には、健康保険証（裏面含む）等住所が分かるものを添付す



 

ること。） 

⑥ 市内業者の施工割合 

(ｱ) 施工額に占める元請、一次下請、二次下請の市内業者施工額を施工割合とする。 

(ｲ) 施工割合の算式は、市内業者施工額÷施工額×１００で算出し、小数点以下は切り上げる。 

(ｳ) 市内業者とは、本工事の公告日において富士宮市内に建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）

第 3条第 1項に規定する本店を有するものとする。 

(ｴ) 施工割合の確認時期は、下請負業者が確定した時点とする。 

(ｵ) 施工割合の確認は「市内業者施工割合計算表」及び施工体系図とそれに伴う契約書（写）

等の提出により行う。 

(ｶ) 施工割合について履行義務違反があった場合には２年間、富士宮市が総合評価落札方式で

実施する全ての工事について、技術評価点から加算された点の２倍の点を減点する。併せて

翌年度の富士宮市建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領における総合数値の算定にお

いて、当該工種の総合数値から１０点を減点する。 


